
所有者（又は代理人） 下関市 利用希望者

①物件登録

②現地確認

③登録通知

④HP,台帳への掲載

⑤HP,台帳の閲覧

⑥利用登録

⑦登録通知

⑧物件住所問合せ

⑨物件住所開示

⑩外観の現地確認

⑪所有者連絡先問合せ

⑫所有者連絡先開示

⑬所有者・利用者間での交渉、契約

⑭物件取下げ申出

⑮HP,台帳からの抹消

空き家バンク事業 フローチャート

⑥、⑧、⑪は
同時に行う
ことも可能


